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1．はじめに

気候変動，資源の枯渇，生物多様性の損失など，
環境に対する脅威が顕在化していることを背景に，
持続可能な建築の拡大は喫緊の課題となっている．
この課題に対応するため，多くの国が環境に関する
政策や規制を導入し，エネルギー効率の向上や環境
への負荷低減に取組んでいる．さらに，世界各国で
グリーンビルディング認証が開発され，持続可能な
建物の設計と建設を奨励する基準として広く利用さ
れている．企業にとっては，グリーンビルディング
認証を取得することが経済的な利益に直結するだけ
でなく，企業イメージの向上にも寄与するため，積
極的に認証取得を目指す動きも見られる．2015 年
のパリ協定合意以降，脱炭素経済・社会実現のため
に各主体に課される情報開示・報告義務が日増しに

高まっていることも，認証制度のニーズを形成する
一因となっている．さらに，そのニーズは，TNFD

（自然関連財務開示タスクフォース）や昆明・モン
トリオール生物多様性枠組等を背景に，自然資本・
グリーンインフラ等の領域にも広がりつつある（表
1）．しかし，LEED® や CASBEE® といったグリー
ンビルディング認証と比べると，緑地・ランドスケー
プの認証制度の存在が十分に認知されているとは言
い難い．
　以上の背景を踏まえ，本稿は，ランドスケープの
サステイナリティに関する評価・認証制度である
SITES® の概要を紹介することを目的としている．
さらに SITES の評価項目の中でも特にエネルギー
や脱炭素に係る項目の要件を解説する．

2．SITES の概要

　SITESとは，米国のグリーンビジネス認証法人
（GBCI®）が所有・運営する，ランドスケープのサ
ステイナビリティに関する評価・認証制度である．
正式名称は Sustainable SITES Initiative®であるが，
SITES という略称で表記されることが多く，本稿
でも SITES と記載する．
　SITES の評価システムは，2006 年から 2014 年に
かけて，米国ランドスケープ・アーキテクト協会

（ASLA），テキサス大学オースティン校レディ・バー
ド・ジョンソン・ワイルドフラワー・センター，米
国 植 物 庭 園（The United States Botanic Garden）
が主導する学際的な共同作業により開発された 1）．
その後，GBCI が 2015 年に SITES プログラムを取
得し，SITES version 2（以下 v2）として，認証の
対象を米国以外にも拡張した．
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表 1　国内外の建築関連の環境認証制度例

注： 本表は国内外で用いられるグリーンビルディング認証制
度を網羅したものではない

日本 米国・グローバル

新築
CASBEE-建築 (新築)
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2.1　対象プロジェクト
　新規開発もしくは大規模改修される 2,000 平方
フィート（約 186m2）以上の屋外空間が SITES の
対象となる．建物の有無は問わないため，マンショ
ン，オフィスビル，商業施設，学校等の屋外空間だ
けでなく，公園や広場，街路空間なども対象となり
得る．プロジェクト範囲は敷地境界線が基本となる
ものの，その範囲が合理的なものであれば，任意の
範囲や連続した複数敷地をプロジェクト範囲とする
ことも可能である．
2.2　事例
　2023 年秋時点で，330 を超えるプロジェクトが
SITES に参加しており，100 以上のプロジェクトが
認証もしくは予備認証を受けている 2）．その用途は，
公園，大学キャンパス，商業施設，民間企業のオフィ
スキャンパス，遊歩道，都心再開発の屋外空間等，
多岐にわたる．SITES に参加しているプロジェク
トは米国 41 州に加え，22 の国に広がっており，日
本国内においては，2022 年 11 月時点で 6 件の認証
取得事例が公開されている（表 2）．米国では，連
邦政府調達局（GSA）が主要開発プロジェクトにお
ける SITES 認証の取得を必須としており 3），また，
テキサス州オースティン市も公園レクリエーション
局（PARD）のプロジェクトでは SITES 認証取得
を要件とする 4）など，国や自治体における活用も
見られる．
2.3　評価の視点
　SITES の根底には生態系サービスの考え方があ
り，生態系の保全，管理，復元，創出を通じて生態
系サービスのパフォーマンスを最大化することをね
らいとして，評価システム全体が構成されている．
　SITES v2 は 10 のセクションから構成される（表
3）．各セクションには必須項目と加点項目があり（一
部セクションは必須項目なし），必須項目 18 項目を
すべて満たした上で，加点項目 48 項目の合計得点
により認証レベルが決定される．認証レベルは，標
準認証，シルバー，ゴールド，プラチナの 4 段階が

表 2　国内の SITES 認証取得事例（2022 年 11 月時点）5)

プロジェクト名 用途 所在地 面積 認証レベル

ナチラプ㎡533,1都京東食飲・宅住ンデーガ寺大深

TOKYOTORCH　常盤橋タワー 事務所・商業 東京都 10,562㎡ ゴールド

大和ハウスグループ みらい価値共創センター 研修施設 奈良県 18,818㎡ ゴールド

竹中技術研究所 調の森 SHI-RA-BE 研究所 千葉県 8,634㎡ ゴールド

グリーン・ワイズ本社屋上庭園 事務所屋上 東京都 1,500㎡ ゴールド

証認備予開公非都京東業商・宅住GALFIMURAH

表 3　SITES 評価項目

注： セクション名，項目名は著者による訳語であり，公式の訳語
ではない

配点
須必限制発開の地農1.1P

須必護保の能機原濫氾2.1P

須必全保の系態生界水3.1P

須必全保域育生の種惧危滅絶4.1P

6生再の地敷たし化悪の境環5.1C

4定選地画計ので内地発開存既6.1C

3結連のとクーワトッネ通交ルダーモチルマ7.1C

須必施実のスセロプンイザデ的合統1.2P

須必施実のトンメスセアトイサの前計設2.2P

須必有共と定指のンーゾ護保壌土・生植3.2P

3加参のーダルホクーテスと者用利4.2C

須必理管水雨ので内地敷1.3P

須必減削の量用使水るけおに水灌外屋2.3P

6理管の水雨るえ超をンイラスーベ3.3C

6減削の量用使水ので外屋4.3C

5計設の設施連関水雨るす有を能機ィテニメア5.3C

6生再の系態生界水6.3C

須必有共と定策の画計理管壌土1.4P

須必理管の物植性略侵2.4P

須必定選の物植たし適に地土のそ3.4P

4全保の生植たし適に地土のそと壌土な全健4.4C

4全保の生植の定特5.4C

6用使と全保の物植来在6.4C

6元復と全保の落群物植来在7.4C

6化適最のスマオイバ8.4C

4和緩の象現ドンライアトーヒ9.4C

4用活の地緑のめたの減削量用使ーギルネエの物建01.4C

4減軽のクスリ事火山な模規大11.4C

須必用使不の材木種惧危滅絶1.5P

4持維の装舗と物造構内地敷2.5C

4計設な易容の解分や換交3.5C

4用利再の物植存既と材収回4.5C

4用使の品生再5.5C

5用使の材産場地6.5C

5援支の取採料材原るあ任責7.5C

5援支の性全安の質物学化と性明透の料材8.5C

5援支の造製料材なルブナイテスサ9.5C

5援支の産生物植なルブナイテスサ01.5C

3全保と持維の所場な的史歴・的化文1.6C

2供提の内案道、性全安、性スセクア2.6C

2進推の用利地敷な平公3.6C

2援支のい憩・しや癒4.6C

2援支の動活体身5.6C

2援支のりがなつ的会社6.6C

4供提の料食たし産生で内地敷7.6C

4減軽の害光8.6C

4進促の通交ルダーモチルマと費燃低9.6C

2化小最の煙喫動受01.6C

3援支の済経域地11.6C

須必認確と有共の法方工施なルブナイテスサ1.7P

須必持保と理管の質物染汚設建2.7P

須必生再の壌土たれさ乱撹りよに設建3.7P

5生再の壌土たれさ乱撹りよに発開の去過4.7C

4トンメジネマの物棄廃設建5.7C

4）用利再（用転の壌土、石岩、物植たっなと材廃6.7C

4護保の境環気空の中間期設建7.7C

須必画計理管持維なルブナイテスサ1.8P

須必保確の所場蔵貯の材能可生再2.8P

5用利生再の物機有3.8C

5化小最量用使の料肥学化と薬農4.8C

4減削の量用使ーギルネエるけおに外屋5.8C

4用利のーギルネエ能可生再るけおにプーケスドンラ6.8C

4護保の境環気空の中業作理管持維プーケスドンラ7.8C

4動活発啓のィテリビナテスサ1.9C

3有共と成作のィデタススーケ2.9C

4画計のトーポレとグンリタニモのスンマーォフパ地敷3.9C

9スンマーォフパ的範模はくしもみ組取的新革1.01C

セクション1. 敷地のコンテクスト

セクション8. 運用と維持管理

セクション9. 教育と運用実績のモニタリング

セクション10. 革新的取組みもしくは模範的パフォーマンス

セクション7. 建設

セクション2. 設計前のアセスメントと計画

セクション3. デザイン-水

セクション4. デザイン - 土壌と植生

セクション5. デザイン - 材料選定

セクション6. デザイン - 人の健康とウェルビーイング
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貯留することを必須要件としており，グリーンイン
フラの導入を促している．
セクション 4：デザイン－土壌と植生
　既存の土壌と植生の保全，在来種の使用，希少植
生の保全，緑量の充実などが評価のポイントとなる．
ヒートアイランド現象の緩和や，緑陰や防風林によ
る建物エネルギー使用量の削減も本セクションに含
まれる．
セクション 5：デザイン－材料選定
　型枠等の仮設材も含め，絶滅危惧種の木材を使用
しないことが必須要件である．加点項目では，既存
植物，再生材，地場産材の利用や，サステイナブル
な原材料採取，製造，植物生産を行っている業者か
らの材料調達などが評価対象となる．
セクション 6：デザイン－人の健康とウェルビーイ
ング
　人の利用と健康増進への寄与などを評価するセク
ションである．敷地のアクセス性や安全性，着座ス
ペースや運動を促す施設やプログラムといった利用
に関する内容に加え，食料生産，光害の低減，喫煙
スペースの制限，カーシェア・自転車シェアプログ
ラムなども評価対象となる．
セクション 7：建設
　施工段階の取組みを評価するセクションである．
建設地から土砂・雨水・汚染物質が流出しないよう
適切に管理されていること，建設行為により攪乱さ
れた土壌を再生することが必須要件である．建設廃
棄物の転用や低排出性の建設機器を用いた施工など
により加点が得られる．
セクション 8：運用と維持管理
　サステイナブルな維持管理計画の策定と再生可能
材の貯蔵場所の確保が必須要件にある．有機物（植
物残渣や食品廃棄物）の再利用，農薬と化学肥料の
削減，エネルギー使用量の少ない機器の導入，再生
可能エネルギーの利用，動力機器の使用時間の削減
などが加点項目の評価対象にある．
セクション 9：教育と実績のモニタリング
　対象敷地を利用してのサステイナビリティ教育，
プロジェクト情報の公開，モニタリングの実施計画
を評価するセクションである．
セクション 10：革新的取組みと模範的パフォーマ
ンス
　セクション 1 ～ 9 の枠組みのなかでは評価できな
いサステイナブルな取組みがある場合，本セクショ
ンの中でポイントを取得できる可能性がある．もし
くは，各評価項目で定められた閾値を大きく上回る

あり，それぞれ，70，85，100，135 点以上の得点
が必要となる．
　審査は書類ベースで行われる．必須項目と任意の
加点項目の要件充足を証明する書類をオンラインで
提出すると，GBCI による審査が開始される．審査
は二度行われ，一次審査にて指摘を受けた項目につ
いて，追加説明資料を再提出し，最終審査へと進む．
最終審査が完了すると，得点に応じた認証が与えら
れる．建設段階の評価項目もあるため，SITES 認
証が与えられるのは竣工後であるが，計画段階で予
備認証（オプション）を取得することも可能である．
なお，いずれの段階においても現地審査は行われな
い．
　SITES の特徴として「包括的（Comprehensive）」
という点が挙げられる．10 のセクション名からも，
計画の初期段階から竣工後の運用段階まで，プロ
ジェクト全体の一連の流れが評価の対象であること
が見てとれる．つまり，どのような空間であるかと
いうことだけでなく，計画や施工のプロセス，空間
の使い方や育て方も評価の対象となっているのであ
る．さらに，評価の視点は，生物多様性保全，水資
源保全，省エネルギー，資源循環，ヒートアイラン
ド現象緩和，健康増進，教育など極めて多面的であ
る．認証取得あるいは高ランクの認証のためには，
ある一点への配慮ではなく，多面的な配慮が必要と
なる．
　各セクションの概要は以下の通りである．
セクション 1：敷地のコンテクスト
　計画地が，開発に適した土地であるかを評価する
セクションである．新規に自然地を切り拓くのでは
なく，既存開発地であることや，貴重な生物・生態
系のない土地であることなどが評価される．自動車
に依存した交通からの脱却も一つの観点であり，徒
歩圏内の公共交通機関や多様な用途（利便施設）の
存在もプラスの評価となる．
セクション 2：設計前のアセスメントと計画
　計画のプロセスを評価するセクションである．多
様な専門家が参画するチームの形成と目標の設定，
敷地の分析，植生と土壌の保護ゾーンの指定などが
必須要件となっている．加点項目には，ステークホ
ルダーへの計画内容の公開と共有に関する内容も含
まれる．
セクション 3：デザイン－水
　雨水の敷地内での浸透と貯留，灌水量の削減，水
界生態系の保全などに関するセクションである．日
常的な強度の降雨であれば，敷地外に出さずに浸透・
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量を 5％削減すれば【2 ポイント】が，7％削減すれ
ば【4 ポイント】が得られる．
オプション 2：植栽や緑化構造物の設置後 10 年以
内に，すべての HVAC ユニット露出面が植栽や緑
化構造物の日陰となるようにすることに加え，西，
南西，南東，東面の建物のファサードと全屋根面積
の表面積の 30％以上を日陰にすると【1 ポイント】
が，60％以上を日陰にすると【2 ポイント】が得ら
れる．
オプション 3：建物の防風林として機能するよう，
高木の植栽や低木の密植を行う．
-  冬の主風向が当たる建物ファサードの全長にわた

り，1 列に列植した樹木と密植した低木　【1 ポイ
ント】

-  2 列以上に列植した樹木と千鳥状に密植した低木
　【2 ポイント】

　特にオプション 1 とオプション 2 は小規模な建物
でない限り達成は困難である．
C7.7　建設期間中の空気環境の保護
　複数の要件が設定されているが，最も重要なもの
が外構工事に使用する建設機械の排ガス性能に関す
る要件である．これは，建設機械の合計稼働時間の
50％以上がどのような排ガス性能の機械だったかと
いう点で評価され，以下の通りの基準・配点となる．
建設機械の合計稼働時間の 50％が
-  Tier2 以上のエンジンで占められている（日本：

オフロード法 2003 年規制）【2 ポイント】
-  Tier3 以上のエンジンで占められている（日本：

オフロード法 2006 年規制）【3 ポイント】
-  Tier4 以上のエンジンで占められている（日本：

オフロード法 2014 年規制）【4 ポイント】
　上記の他に，アイドリング中の建設機械のディー
ゼルエミッションを減らすポリシーを作成する，不
要なアイドリング（60 分のうち 5 分以上）を制限
する，全ての建設機械の予防的メンテナンスプラン
を実行する，硫黄が 15ppm 以下の超低硫黄ディー
ゼル燃料を使用する等の要件も課される．
C8.5　屋外におけるエネルギー使用量の削減
　屋外照明およびその他の屋外空間で使用される機
器（例：エアレーター，シーリングファン，ポンプ，
変圧器）を対象に，ベースラインエネルギー使用量
と計画エネルギー使用量の比較により評価する項目
である．ベースラインエネルギー使用量は，採用予
定の機器と同機能を提供する，安価で低性能な機器
のエネルギー使用量をもとに算出される．ベースラ
インエネルギー使用量からの削減率でポイントが決

パフォーマンスを示した場合にもポイントが得られ
る．
2.4　SITES for Existing Landscapes
　SITES は新築もしくは大規模改修される空間の
みを対象としてきたが，2022 年からは既存敷地を
評価するシステム，SITES for Existing Landscapes
のパイロット版も運用が開始され，あらゆる屋外空
間に SITES が適用可能となった．大きな評価の枠
組みは SITES v2 と同様であるが，既存敷地用に要
件や配点が見直されている．また，パフォーマンス
評価に関する項目が追加され，大きな配点が割り当
てられていることも特徴である．

3．エネルギー関連の評価項目

　本章では，SITES における省エネルギー関連の
項目を紹介する．見方によっては SITES のあらゆ
る項目が省エネルギーに関係する．例えば，「P3.2：
屋外灌水における水使用量の削減」の中心的観点は
節水にあるが，節水はポンプのエネルギー使用量低
減にも貢献し得るものである．しかし，本稿におい
ては，より直接的に省エネルギーに焦点を当てた項
目のみを紹介する．
C4.9　ヒートアイランド現象の緩和
　ヒートアイランド現象の緩和に資するランドス
ケープ計画を評価する項目である．具体的には下記
式を満たすよう，敷地内の舗装や構造物にヒートア
イランド現象を緩和するための対策を求めている．
屋根以外の対策面積 /0.5 ＋ 高反射率の屋根面積
/0.75 ＋ 屋上緑化面積 /0.5 ≥ 舗装面積 ＋ 屋根面積
　SITES で認められる対策として，屋根面におい
ては屋上緑化あるいは高反射率の屋根が，屋根以外

（地上部分）においては，緑陰，高反射率の舗装材，
高反射率の構造物，緑化ブロック等がある．高反射
率については米国の ASTM の規定に基づき，一定
の SR 値あるいは SRI 値を有している材料のみが有
効とされる．
　なお，SITES においては，日常的に利用される
建物の屋根面は評価対象外とすることも可能であ
る．
C4.10　 建物のエネルギー使用量削減のための緑地

の活用
　緑地による建物エネルギー使用量削減の取組みを
評価する項目であり，3 つのオプションが用意され
ている．
オプション 1：植生や緑化構造物を用いて，日常利
用される建物の冷暖房のためのエネルギー年間使用
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することは本オプションの達成に貢献する取組みと
言える．
　オプション 3 はオプション 2 の発展形であり，手
動または電動機器のみを使用することで達成が可能
となる．

4．炭素パフォ―マンス関連の評価項目

　SITES は，セクション 1 ～ 9 が主要なセクショ
ンであるが，必ずしもこれらの主要カテゴリー内の
項目ですべての取組みが評価できるとは限らない．
炭素パフォーマンスを直接的に評価する項目もセク
ション 1 ～ 9 の中には見られないが，パイロット項
目として「敷地の炭素パフォーマンスの評価と改善

（Assess and Improve Site Carbon Performance）」
が用意されている．パイロット項目とは「セクショ
ン 10：革新的取組みと模範的パフォーマンス」で
得点を得る方法の一つであり，その名の通り，
GBCIが試験的に導入している項目である．パイロッ
ト項目は，数年のトライアル期間を経た後に，社会
の要請等に応じて主要カテゴリーの中に取り込まれ
ることもある．
　パイロット項目「敷地の炭素パフォーマンスの評
価と改善」のねらいは，炭素隔離能力を評価・向上
させ，エンボディドカーボンとオペレーショナル
カーボンを削減することにより，敷地の炭素パ
フォーマンスを理解し，改善することにある．本項
目には 2 つのオプションが用意されており，一つが
i -Tree を利用した評価（オプション 1），もう一つ
がPathfinderを利用した評価（オプション2）である．
以下では，それぞれの要件と評価方法の概要を記載
する．なお，オプション 1 とオプション 2 のどちら
か一つに取組むことも，両方に取組むことも可能で
ある．
4.1　オプション 1：i -Tree による評価
　i -Tree とは，米国農務省フォレストサービス（US 
Forest Service）が開発し無償で提供する，樹木に
よる生態系サービスの定量的評価を行うためのコン
ピュータプログラム群の総称である．日本国内でも
いくつかの活用事例が報告されており 6, 7），ランド
スケープの研究者や実務者であれば，その存在を耳
にしたことがある方は多いはずである．以前は，
i -Tree Eco の正規サポート地域は東京のみであっ
たが，2022 年 11 月からは日本国内全域（一部島しょ
部は除く）がサポート地域となった 8）．
　SITES のパイロット項目においては，i -Tree 
Planting Calculator の最新版を使用し，計画地のす

定され，30％削減で【2 ポイント】が，60％削減で【3
ポイント】が，90％削減で【4 ポイント】が得られる．
C8.6　 屋外使用電力への再生可能エネルギーの利用
　屋外空間で使用する電力を再生可能エネルギーで
賄うと加点が得られる項目である．敷地内で生産し
た再生可能エネルギーが，屋外で消費する電力量の
50％以上を賄うと【3 ポイント】，100％を賄うと【4
ポイント】の評価となる．本稿での説明は割愛する
が，一定の条件を満たせば，地域の再生可能エネル
ギーシステムの利用も認められる．
　敷地内での発電が困難なプロジェクトについて
は，グリーン電力，もしくは適正な資源によるオフ
セットに関する契約を結ぶというオプションも用意
されている．契約は，グリーン電力，カーボンオフ
セット，またはグリーン電力証書（RECs）から得
られるエネルギー量（費用ではない）を特定するも
のでなくてはならない．年間の屋外電力使用量の
50％分の契約で【3 ポイント】，100％分の契約で【4
ポイント】が得られるが，最低でも 5 年間の契約を
結ぶ必要がある．
　カーボンオフセットは，Scope1 または Scope2 の
排出量（CO2 換算トン）の軽減に使用できるが，
Green-e Climate または同等のプログラムにより認
定されたものであること，グリーン電力と RECs は，
Green-e Energy または同等のプログラムによって
認定されたものであること等の条件がある．
C8.7　 ランドスケープ維持管理作業中の空気環境の

保護
　本項目のねらいは，動力式ランドスケープ維持管
理機器の使用を最小限にし，敷地利用者への局所的
な大気汚染物質の影響を抑制することと温室効果ガ
スを抑制することにある．
　オプション 1 は，特に敷地利用者への影響に焦点
を当てたもので，敷地が閉鎖されている時間，もし
くは敷地利用者がランドスケープ維持管理作業中の
排気を最も受けにくい時間にのみ，動力式の維持管
理機器を使用することを求めている．
　オプション 2 は，低排ガス性の機器による維持管
理作業を求めるものであり，各機器の排ガス性能と
年間の使用時間を乗じて計算する．計画とベースラ
インの比較に基いて評価され，炭化水素（HC）と
窒素酸化物（NOx）の排出量を 50％削減し，一酸
化炭素（CO）の排出量を 75％削減することが求め
られる．なお，ベースラインは，同等の機能を提供
する安価な機器で維持管理作業を行った場合の排ガ
ス量とされる．低排ガス性の機器，電動機器を採用
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本プロジェクトの緑地について，i -Tree Eco を用
いて炭素隔離量を計算した結果，5.047 t/ 年という
数値が得られた（表 4）．本パイロット項目は，炭
素隔離量についてベースラインから 10％以上の向
上を求めるものであるが，本プロジェクトの開発前
には植物が全くない状態であったことから，炭素隔
離量は純増しているものと評価した．このような計
画，計算結果，ベースラインとの比較を通じて，本
プロジェクトはパイロット項目の要件充足が認めら
れ，3 ポイントを取得した．
　なお，本項目は i -Tree Planting Calculator を使用
することを標準的手法としているが，同等の代替手
法による評価も認められている．i -Tree Planting 
Calculator は米国内でのみ適用可能であることか
ら，本プロジェクトでは i -Tree Eco を用いて評価
していることを付記したい．
4.2　オプション 2：Pathfinder による評価
　Pathfinder とは，CMG ランドスケープ・アーキ
テクチャーとアトリエ・テンが，クライメート・ポ
ジティブ・デザイン・イニシアチブを通じて開発し
た，ランドスケーププロジェクトに関連する温室効
果ガス排出量と吸収量の計算ツールである．植物や
材料等の情報を入力すると，計画内容がクライメー
ト・ポジティブ（つまり，排出する炭素よりも多く
の炭素を隔離する）に達するまでに何年を要するか
を知ることができる（図 1）．エンボディドカーボ
ン（建物建設段階における炭素排出量）とオペレー

べての樹木と低木が隔離する CO2 量（kg/m2）を評
価することで 2 ポイントが得られる．さらに，ベー
スラインと比較して，計画の炭素隔離量が 10％以
上増加していることを示すことで 3 ポイントが得ら
れる．ベースラインはプロジェクトチームにて定義
することが可能であり，開発前の敷地の状態や初期
の計画案はベースラインの一例とされる．
　具体的プロジェクト名は伏せるが，本パイロット
項目を達成した国内事例を紹介する．当該プロジェ
クトは都心の再開発案件であり，再開発前の敷地に
植物は一切存在しなかった．事業主はこの敷地に豊
富な緑地を創出することを決め，803 本の中高木

（注：胸高直径を規定していない低木等は除く）を
植栽し，1ha を超える面積を樹冠で被覆する計画が
進められている．主な樹種は，サクラ類，カエデ類，
ナナミノキ，ソヨゴ，アカマツ，イチョウ，エゴノ
キ，シラカシ等であり，樹高は 2 ～ 10m である．

表 4　i-Tree を用いて炭素隔離量を評価した国内事例

樹木本数 803本

樹冠被覆 1.176 ha

主な樹種　
サクラ類，カエデ類，ナナミノ
キ，ソヨゴ，アカマツ，イチョ
ウ，エゴノキ，シラカシ等

樹高 2～10ｍ（平均5.8m）

胸高直径 3.8～31.8cm（平均13.9cm）

炭素隔離量 5.047 t/年

炭素貯留量 43.34 t

入力
データ

結果

図 1　Pathfinder の計算結果サンプル
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ションカーボン（運用段階における炭素排出量）を
評価することが本ツールの特徴であり，計算におい
ては，植物だけでなく，舗装や施設等の材料の数量
や，運用段階で使用する機器の種類や運転時間も入
力する必要がある．なお，Pathfinder の計算には，
i -Tree データベース，メーカー提供の環境製品宣言

（EPD），ATHENA Impact Estimator for Buildings9）

データベースなどのデータが使用されている．
　SITES パイロット項目においては，Pathfinder の
最新版を使用し，計画地のエンボディドカーボンと
オペレーションカーボンを評価することで 2 ポイン
トが得られる．さらに，エンボディドカーボンとオ
ペレーションカーボンがベースラインと比較して
10％以上削減されていることを示せれば 3 ポイント
が得られる．ベースラインは，オプション 1 と同様
に，プロジェクトチームにて定義することが可能で
ある．

5．おわりに

　自然資源の持続可能な利用と生物多様性の保全
は，世界中の政府や企業にとって避けられない課題
となっている．しかし，1990 年代からの生物多様
性条約，愛知目標，SDGs 等，数々の国際的努力に
も関わらず，今なお生物多様性の喪失には歯止めが
かかっていない．昆明・モントリオール生物多様性
枠組や，2023 年 9 月に情報開示枠組みの最終提言
がなされた TNFD など，国際社会はネイチャーポ
ジティブに転じるべく，生態系の回復を目指す新た
な基準を設定し続けている．これらの枠組みは，行
政だけでなく，企業にも自然環境への影響を明確に
報告し，それに対する具体的な対策を講じることを
要求している．自然資本への向き合い方が問われ，
その情報開示が求められる時代において，認証制度
は，持続可能な社会に貢献する具体的手段の一つと
してさらなる広がりが期待される．
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